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　　　【０００１】
　本発明は、マトリックススクリーン上で表示するためのデータ処理システムに関するも
のである。特に、飛行機の操縦とナビゲーションを補助するためのパラメータに関連する
記号の液晶画面上での表示に適用する。
　　　【０００２】
　飛行機のパイロットに、飛行機の挙動、空間位置、進むべき進路、エンジン監視などに
ついて表示する目的でつくられた様々な機械または電気機器が、それらの指示を統合的に
表示する視覚化システムに取って代わられてからすでに長い時間が経過している。特に、
このシステムは様々なパラメータの記号表示をさらに進歩させ、それによってパイロット
は、直面している状況について、より鮮明で、わかりやすく有意義な表示を見ることがで
きるようになった。最初に使用されたハードウェアは、いわゆる「鳥瞰」モードでディス
プレイが行われるブラウン管で構成されていた。技術的進歩により、ブラウン管に代わっ
て、テレビジョン走査型映像化を行うマトリックス制御フラットスクリーン、一般的に液
晶画面が使用されるようになった。さらに、液晶画面では、最近では広く使用されていて
、色画素を適切に構成する原色サブピクセルの特定のアドレッシングを必要とするカラー
による視覚化が可能である。
　　　【０００３】
　センサーから出される様々なデータをデジタル処理することにより、画面上に表示され
た記号の意味が明らかになり、また、「鳥瞰」スキャンに特に適したベクトル形式で、非
常に自然に表示データを得ることができる。テレビジョン走査は、周知の方法で、処理装
置でマトリックス制御された画面の各ピクセルの輝度とクロミナンスの値を決定すること
により行われる。それらの値は、ランダムアクセスメモリに蓄積されるので、鳥瞰ディス
プレイに対応してデータストリームを追うことができる。続いて、このメモリは順次読み
取られ、テレビジョン表示が行われる。実際は、処理を簡単にするために、２つのメモリ
が交互に使用、書き込み、読み取りされる。
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　　　【０００４】
　以上簡単に述べた変換システムには様々な欠点がある。とりわけ、ピクセルの配列によ
って表示される線素は小さすぎてきちんと見ることができず、斜線は階段状の波形を生成
し、複数の線素が交差するところでは、色が混じり合って違った色になる。
　　　【０００５】
　１９８７年８月２８日に出願番号第８７　１２　０３９号として出願され、１９９４年
４月２９日に特許第２　６１９　９８２号として登録された特許において、ＴＨＯＭＳＯ
Ｎ－ＣＳＦ社は、サブピクセル集合の使用におけるこの問題に、各ドットを表示するため
の解決法、広く知られているところで言ういわゆるマイクロ領域を提案した。そういった
マイクロ領域内でのサブピクセルの輝度とクロミナンスの分布は、得られる結果に従うと
共に、上述された様々な欠点を軽減することができる法則に従っている。例えば、線素を
表示した場合は、その線素の輝度分布は横方向にガウス分布であり、それによって充分な
濃淡が生まれ見やすくなり、階段波の影響を「消す」ことができる。現在は、大部分の問
題に対処可能な配置法則が非常に多く知られている。この基本特許では、こういったマイ
クロ領域の使用に対応するしばしばフィルタリングと呼ばれる処理は、「ＵＭＩＰ」とし
て知られる処理ユニットで行われる。ＵＭＩＰは、マイクロ領域ユニットを意味し、ピク
セルメモリとマトリックス画面の間に置かれる。つまり、デジタル処理は全ピクセルに対
して行われ、よってかなりの演算能力が必要になることを意味する。
　　　【０００６】
　フランスで１９９０年８月２３日に出願番号第９０　１０５８７号として出願され、１
９９５年２月３日に公開番号第２　６６６　１６５号として公開され、１９９５年４月２
６日にヨーロッパ条約の下で第０４７２４６３号として登録された特許において、ＳＥＸ
ＴＡＮＴ　Ａｖｉｏｎｉｑｕｅ社は、画像メモリより先にマイクロ領域を定義する処理を
行うＵＭＩＰを設置することを提案した。従って、このＵＭＩＰでの処理能力は、それが
実際に表示されたドットにしか対応しないため、非常に低いが、他方、画面の一連のピク
セルをｎ回（ｎはマイクロ領域内に含まれるピクセル数と等しい）保存することが必要な
ので、画像メモリの大きさは非常に大きいものでなくてはならない。
　　　【０００７】
　ちなみに、先行技術のシステムも本発明のシステムも、この種のシステムはいずれも、
ピクセルの処理と同様にサブピクセルの処理にも適用される。処理レベルは、基本的に、
使用されるディスプレイ画面の性質に合わせて選択されるので、「ストライプ」型ディス
プレイの場合には領域全体に関する処理ができることもあるし、「クワッド」型ディスプ
レイの場合にはサブピクセルレベルでの処理を必要とすることもある。
　　　【０００８】
　したがって、４×４＝１６ピクセルから成る標準的なマイクロ領域の場合、メモリ量は
１６倍必要である。技術的には、そのメモリは実現可能だが、非現実的な量と費用になる
。
　　　【０００９】
　１９９５年１２月２１日に出願番号第９５　１５　２６１号として出願され、１９９８
年２月６日に特許第２　７４２　８９９号として登録された特許で、ＳＥＸＴＡＮＴ　Ａ
ｖｉｏｎｉｑｕｅ社は、従来のシステムに改良を加え、ＵＭＩＰと画像メモリの間に、実
質的にキャッシュメモリに相当し、マイクロ領域のマトリックス的な特徴を横または縦の
一次元に制限できる装置を挿入することを提案した。従って、画像メモリの量は部分的に
制限されるが、いっぱいになるとキャッシュメモリを空にする必要があり、そうするとそ
の間処理を中断する必要が生じ、グラフィックジェネレータの処理容量の減少を伴うこと
になる。
　　　【００１０】
　こうした欠点を軽減するために、本発明は、マトリックススクリーン上でのディスプレ
イのためのデータ処理システムを提案する。シンボルジェネレータを含むタイプのもので
、マトリックススクリーンに表示される最終画像を発生するために、マイクロ領域に基づ
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いて処理を実行することができる相関器は、画像メモリに接続され、画像メモリはさらに
シンボルジェネレータに接続される。主な特徴は、並行にｎピクセルを読み取れるように
画像メモリがつくられていることと、それらｎピクセルを並行に処理できるように相関器
がつくられていることである。
　　　【００１１】
　他の特徴として、その相関器は、輝度とクロミナンスを別々に処理し、色の階層的処理
を行えるように、２つの部分に分かれている。
　　　【００１２】
　また別の特徴としては、相関器には、線素の色と背景色を別々に処理する装置と、トー
ンオントーンモードで後ろにディスプレイされる濃淡のある背景の構成要素を略述するこ
とができるミキサを具備する。
　　　【００１３】
　また別の特徴は、相関器は、実質的に等しいｍ本の平行線から構成されていて、それに
より、使用されるマイクロ領域の複数軸のうち、ひとつの軸のｍピクセルを、平行処理す
ることが可能になることである。
　　　【００１４】
　本発明の他の特徴と利点は、添付された実施例について非限定的に示す、以下の記述に
よって明らかにする。
　　　【００１５】
　本発明は上記に鑑みてＵＭＩＰを画像メモリとマトリックススクリーンの間に設けるこ
とを提案する。この構造は、上述の第１の特許に開示された基本構造に相当する。メモリ
の大きさはこのマトリックススクリーンのピクセルとサブピクセルを表現するために必要
な量に制限されているので、メモリの大きさとコストは非常に小さい範囲ですむことにな
る。それにもかかわらず十分に小さなスループットでトラックを描くことができる大容量
を実現するために、メモリとＵＭＩＰとの間ではｎ個のピクセルまたはサブピクセルが並
列処理される。１サイクルあたりに処理されるドットの数は、ｎ倍であって、同じ表示容
量であればＵＭＩＰのスループットもｎ倍になる。
　　　【００１６】
　以下の実施例では、４×４のマイクロ領域を使用して２×２のサブピクセルを処理する
ことができる装置に限定して既述する。この実施例は、サブピクセルレベルでの処理を必
要とするＱＵＡＤ型のディスプレイのマイクロ領域の大きさに関しては標準的なものであ
る。
　　　【００１７】
　図１は本発明の全体概念を示す図面である。
　　　【００１８】
　図に示したシステムは、当該分野では知られているように、位置の値と最終的にはＬＣ
Ｄ型の表示スクリーン１０２に表示させる種々のサブピクセルの輝度を得るためのシンボ
ル作成器１０１を具備する。
　　　【００１９】
　シンボル作成器１０１から得られたデータは画像メモリ１０３に格納される。当該メモ
リは二重ページ形式であり、各ページは、少なくともディスプレイ１０２のサブピクセル
の数と同じだけの容量を有している。
　　　【００２０】
　この二重ページ構造によって、すでに知られているように、シンボル作成器からの書き
込みと別のページからの読み出しを同時に行って、これをＵＭＩＰ型の処理手段１０４を
経由して表示装置に転送することができる。
　　　【００２１】
　本発明によれば、メモリ１０３はさらに、従来から知られている手段によって特に問題
なく、２つのサブピクセルを並列的に読み出し可能なように構成されている。
　　　【００２２】
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　ＵＭＩＰ１０４は一方では並列的な２つのパスを有する相関器１０５を、他方ではシー
ケンサ１０６を具備する。
　　　【００２３】
　このシーケンサは、シンボル作成器１０１からの情報をメモリ１０３に格納することを
可能にし、他方、このメモリの読み出しを相関器の処理および処理されたサブピクセルの
スクリーン１０２上への表示と同期させることができる。このシーケンス処理は図２に示
したタイミング表に従って行われる。同期信号はシンボル作成器１０１と、画像メモリ１
０３と、相関器１０５と、ディスプレイ１０２に同時に与えられる。
　　　【００２４】
　例えば、２つの同期パルスの間の実時間サイクルは１６ｍｓである。
　　　【００２５】
　前記シーケンサは、例えばブーリーン論理に基づいてシーケンサが接続された種々の装
置が要求する信号を供給する、クロックに基づいて作動する１組の論理回路から構成され
ている。最もコンパクトな組み合わせでは、シーケンサはＦＰＧＡ型の回路に既知の方法
で設けられているのが好ましい。
　　　【００２６】
　本発明によれば、相関器１０５は、４×４の大きさのマイクロ領域の２つのドットを並
列処理することができる。このことによって、ディスプレイ１０２のサブピクセルの表示
レートに対応した実時間処理が可能になる。
　　　【００２７】
　シンボル作成器１０１によって決定された、表示すべきドットのサブピクセルの位置に
よって、所望の効果を得るためにこのサブピクセルの輝点を移動させるために必要なフィ
ルタ（マイクロ領域の形式、特性）を決定することが可能になる。そのためには、詳細度
がサブピクセルの４分の１の処理を可能にするよう、１６の異なるフィルタを使用する。
輝度とクロミナンスに関する処理の操作は別々である。クロミナンスを表現するためには
色彩コードを使用し、そのことによって２つのシンボルのトラックが重複する時に、例え
ば赤線と青線の交差する位置では赤色のドットを優先するというような、優先づけが可能
になる。
　　　【００２８】
　さらに、例えば、白を背景とした白線のように、色彩が背景の色彩と同じであるシンボ
ルを区別することができるように、相関器は、この白線のエッジを２つの細い黒線で縁取
るようにして輪郭処理を行う。
　　　【００２９】
　図３は、相関器１０５の概念を示す図である。
　　　【００３０】
　相関器は入力として、メモリ１０３から並列処理によって読み出された２つのサブピク
セル１と２の位置とクロミナンスの値を受け取る。位置の値は、使用される１６のフィル
タ（マイクロ領域）を格納している２つの同一なテーブル３０１と３０２に与えられる。
これらのフィルタの値は、それぞれが物理的なサブピクセルの位置と上述のように描かれ
たサブピクセルとの間のずれに対応するように、実験的あるいは計算によって、決定され
ている。それぞれのサブピクセルについて、それぞれのテーブルからフィルタが選択され
る。
　　　【００３１】
　各フィルタは、フィルタに対応するマイクロ領域を構成する４×４のサブピクセルの重
み付け係数を有する。記載した実施例の場合には、この輝度レベルの数は８に制限されて
おり、実験によればこの数で完全に十分である。従って、入力されるサブピクセルのそれ
ぞれに対して、フィルタ３０１と３０２のテーブルはそれぞれ、それぞれがマイクロ領域
のサブピクセルの１つに対応する輝度レベルの係数を１６個与えることができる。
　　　【００３２】
　例えば図４は、それぞれがマイクロ領域の光の中心に対してサブピクセルの移動ｄｘと
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ｄｙの関数として選択された１６個のフィルタを示すテーブルである。
　　　【００３３】
　これらの係数は次に後に既述する輝度相関器３０３に供給される。サブピクセル１と２
の色彩の値は、後に既述するクロミナンス相関器３０４に供給される。
　　　【００３４】
　このクロミナンス相関器からのデータは一方では線素カラー発生器３０５に供給され、
他方では、背景カラー発生器３０６に供給されるが、これらについては後に述べる。
　　　【００３５】
　最後に、輝度相関器３０３と２つのカラー発生器３０５と３０６から出力されるデータ
は、ミキサ３０７に供給されるが、これについては後に述べるが、最終的にはマトリック
ススクリーン１０２に表示すべきサブピクセル１と２の実際の値を供給して表現効果を得
る。
　　　【００３６】
　輝度およびクロミナンス相関器３０３と３０４はマイクロ領域の上下方向の大きさに含
まれるサブピクセルの数と同じ数の、独立で一般的なサブセットの結合によって形成され
る。次に、本明細書においては、マトリックス表示装置の線を構成する連続的なサブピク
セルの処理を行うので、このサブセットを「線」と称する。
　　　【００３７】
　上下方向のマイクロ領域を構成するサブピクセル相互間の関係を考慮するための種々の
線の間の関連付けは、線の出力位置に設けられ出力の中身を再度線に注入するＦＩＦＯ形
式メモリによって行われる。相関のこの側面を図６に示した全体概念図を参照して説明す
る。
　　　【００３８】
　図５は輝度相関器とクロミナンス相関器を含むこれらの線の概念を示すものである。こ
れらの相関器は基本的に、ＯＲ、ＳＵＰおよびＳＵＰ／ＥＣＲ形式の論理機能を使用する
。これらの機能はこの明細書で後に述べる。当該図面はさらに、その役目は良く知られて
いるように他の装置との接続を確保すると同時に記憶効果と遅延効果を有して全体の操作
に必要なシーケンスを可能にするＤ型フリップフロップ５０４を有する。この概念的な図
面において、理解を容易にするためにそれぞれ１つのＤ型フリップ－フロップを記載した
が、適切なシーケンス操作を行うために必要なら複数設けることもできる。
　　　【００３９】
　このような構成を有する輝度相関器は、時刻Ｔにおいて新たに到来する２つのマイクロ
領域の係数と、過去のすべてのマイクロ領域の係数の連続的な相関から得られた係数とを
組み合わせる。新たに到来するマイクロ領域の係数の直前の係数の値は、一般的には支配
的であるが、相関が一般的にそうであるように、より早いマイクロ領域の係数が時間が隔
たったあとに比較的大きな相関を有する場合がある。
　　　【００４０】
　この図面によって示されている輝度相関器は、その中を通過する画像のエレメント（線
素）を平滑化する効果を有することもある。この実施例の場合には、他方、画像の背景エ
レメント（バックグラウンド）は平滑化されず、従って、輝度相関器を通過しない。しか
し、変形実施例では、背景の平滑化を行う第２の輝度相関器を使用することもできる。
　　　【００４１】
　この例示としての実施例で示されているクロミナンス相関器は、上記のように、画像の
アクターエレメント及び背景風景エレメントの独立した処理を可能にする２つのパスを有
する。このために、各々の入力されるサブピクセルは、対応する情報を線素パス又は背景
パスの方にルーティングすることを可能にする、シンボル作成器１０１のレベルで生成さ
れる属性を有する。この属性は、風景エレメントに対応するサブピクセルをルミナンスパ
スの方にルーティングすることも可能にする。
　　　【００４２】
　シンボル作成器が計算した色に対応するデータは階層化されたカラーコードの形態であ
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る。このことによって、所定の色を表示するに際して優先順位を付けて、一方では望まし
くない結果になる混ざり合った色を表示することを防止し、他方では所定の優先順位に関
する情報を持たせることが可能になる。この点に関して、上述の例に挙げた赤線と青線が
交差する例を採用する。この場合、線素のカラーパスは輝度のパスに、交差部の異なる色
の重ねあわせを適切に処理して、ディスプレイ上で異なる優先度を持たせるように接続さ
れている。この階層構造は、相関の後では、優先される色である上位のコードのみが維持
されるようにハードウェアとして配線されたＳＵＰ機能によって得ることができる。
　　　【００４３】
　上述の例では、背景パスは単にＯＲ機能５０１によって入来するカラーコードを重ね合
わせるだけである。従って、背景に関して異なる色の重ね合わせの問題を取り扱うことは
できない。これは、現在まで使用されている表示モードではこの種の衝突は存在しないと
いう事実に基づいて単純化したものである。将来、この問題を取り扱うことは、線素パス
に、ＳＵＰ機能を使用して、色の間に階層構造を設けることによって可能になる。この階
層構造は、線素パスの場合と同様にカラーコードを用いて実現することができる。
　　　【００４４】
　色相関器の動作は、理論的なトラックをマイクロ領域の幅と同じ正方形にすること、つ
まり、実施例の場合には４つのサブピクセルにすることである。これは、対応するマイク
ロ領域の係数を相関器の２つのチャネルのインターレース構造に入力して、２つのサブピ
クセルを同時に処理することで可能になる。この処理は同期しており、つまり、各クロッ
クのエッジで、係数はセルからセルに伝播し、相関処理を行う。Ｄ型フリップ－フロップ
はこの伝播を行うために使用する。すでに相関処理を行った結果との相関処理は、これら
の前の結果である係数を格納しているＦＩＦＯ記憶素子からの戻りパスを受け取る相関器
の最後のセルで実行する。
　　　【００４５】
　ＳＵＰ／ＥＣＲ機能は、Ａ、ＢおよびＣで表す３つの係数と、ＥとＡＢＣで表す２つの
制御入力を入力し、Ｓで表す出力を出力する複雑な論理機能である。この操作は、組み合
わせ解析を行う従来の手段によって、以下のような表に対応する処理を行うことで実行す
る。
　　【表１】

　　　【００４６】
　このＳＵＰ／ＥＣＲ機能は輝度相関器において対応するＳＵＰ機能の出力からの駆動信
号を受ける２つの制御入力に基づいて輝度レベルを組み合わせるために使用される。
　　　【００４７】
　ＳＵＰ機能はクロミナンス相関器においてカラーコードを組み合わせるために使用する
。
　　　【００４８】
　これはＡ、ＢおよびＣと呼ばれる３つの係数である入力と、上述のＳＵＰ／ＥＣＲ機能
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の入力に対応するＳ，ＥおよびＡＢＣと称する３つの出力を含む。これもまた組み合わせ
解析の従来手法に基づいて、係数の値の関数として出力の値として演算される：入力は以
下のテーブルによる。
　　【表２】

上述の例では、図６に示す完全な相関器は４つの線を有する。
　　　【００４９】
　上述のように、所望の相関を得るために、各線の出力は、ＦＩＦＯ形式のメモリ６０１
を使用して前のラインの最後の段に再注入される。従って、線４は、線３に対して与えら
れ、線３は線２に対して、線２は線１に対して与えられる。
　　　【００５０】
　線１の出力は相関器の出力そのものであり、サブピクセル１と２の輝度とクロミナンス
を決定する。
　　　【００５１】
　輝度に関しては、得られた値は固定値を掛け算して、使用されている表示装置のダイナ
ミックレンジに適合させなければならない。この操作はミキサ６０４で行われる。
　　　【００５２】
　一方クロミナンスに関しては、カラーコードが利用可能なだけなので、これらを赤、緑
、および青である３原成分の強度レベルに変換することが必要である。これらのカラーコ
ードは従って、一方では線素色発生器６０２によって他方では背景色発生器６０３によっ
て３原色のレベルに変換される。これらのレベルの数とその分布は既知の方法に従って、
表示装置に対して適合させられる。
　　　【００５３】
　例えば、既知のＱＵＡＤ型の表示装置を使用する場合は、本明細書での実施例の場合に
は、それぞれがカラーコードになるサブピクセルレベルでの操作が出力ストリームにおけ
る位置の関数として１つの原色に変換される。このような方法で、ＱＵＡＤピクセルの２
つの緑色のサブピクセルのそれぞれに対して異なる強度レベルを割り当てることができる
。
　　　【００５４】
　最終的には、輝度に対応する相関器から線素カラーと背景カラーの２つのピクセルに出
力されるデータは、ミキサ６０４で組み合わせられて、マトリックス表示装置で表示され
るべきサブピクセルを構成する。これは２つの機能を有する。
　　　【００５５】
　第１の機能は輝度とクロミナンスの積を算出して所定の色を有する対象物の内側で必要
な色の強度を得ることである。
　　　【００５６】
　従って、図７に示すように、所定の色で表示された線素の断面を例に取れば、色情報は
このセクション内の長方形７０１を有しており、輝度はガウシアン分布７０２に従う。マ
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イクロ領域を使用した処理に特徴的なのはこのガウシアン形状であることに留意されたい
。輝度とクロミナンスの積は、求められているものに対応する色付けされたガウシアン形
状のセクション７０３、つまり、線素のエッジの部分から中央部にかけて色の強度が次第
に強くなり、次に、反対側へは対称的に小さくなるものを与える。この操作は必ずしも見
易くするために線素を太くすることではなく、エッジ部分は特に階段効果を消すためにぼ
かしが入っている。
　　　【００５７】
　線素の第２の機能は、特に上述のようにカラートーンの上に別のカラートーンを重ねな
ければならない場合に、例えば、白線を白の背景から際立たせるアウトライン機能を実行
することによる背景への映像エレメントの投入である。
　　　【００５８】
　そのためには、図８に示したように、ミキサは、背景と映像の掛け算を行う。背景はこ
こでは、映像エレメント８０２よりも若干幅が広い長方形８０１で表す。背景と同一色の
映像自体が背景の残りの部分に対して映像のアウトラインに相当する２つの黒色の溝によ
って終了するガウシアン形状でアウトラインをつけた映像８０３が得られる。背景のレベ
ルはガウシアンのレベルと概ね同じである。
　　　【００５９】
　２つのサブピクセルを同時に処理するので、本発明のここに記載した実施例では並列的
に動作する同一で独立の２つのミキサが使用される。
　　　【００６０】
　図９には、この種のミキサの実施例を概念的に示すものである。
　　　【００６１】
　輝度情報と線素色彩情報が、特にＬＣＤ型の表示装置の場合のマトリックス表示装置の
非線形応答を補償するための線形化回路９０１に与えられる。
　　　【００６２】
　輝度データと線素色彩データの積がＭｉｎ９０２機能部から得られる。この機能は、２
つのパスから得られるデータの小さい方のみを維持するものである。このことは、要求さ
れた色彩に対応していなければサブピクセルは真っ白になって、３原色によって固定され
たレベルの輝度特性の関数として輝度レベルを修正する。
　　　【００６３】
　表示装置は常に見ることができる映像を表示するように映像で満たされる。
　　　【００６４】
　ＭＩＮ回路の出力によって制御されるマルチプレクサ９０３に２種類の情報が印加され
る。これは線素輝度情報ＬＴを、平滑化された線素のヘリの部分のサブピクセルに与える
ものである。
　　　【００６５】
　背景色彩情報は同様に線形化回路に与えられて、背景のエレメントに属するピクセルの
ために背景輝度ＬＦが得られる。
　　　【００６６】
　最終的に、ＬＴとＬＦの両方を受け取る平均化回路９０４が、線素と背景の重なり合い
の部分のピクセルのために、背景と線素の平均輝度を得ることを可能にする。
　　　【００６７】
　これら３つの値は、セレクタ９０６によって制御されるマルチプレクサ９０５に印加さ
れる。このために、組み合わせ解析の規則に基づいて作動するセレクタが、以下に記載す
る規則を適用する。ここで、ＬＳは相関器から出力される輝度レベル、α１は線素が常に
見えるようにマイクロ領域の中央のピクセルが優先権を有するようにフィルタテーブルの
内容の関数として規定された閾値、α２はレベルの低い背景の中の線素がその特徴を保持
するために最適な平滑化レベルを有するように定められた閾値である。
　　【表３】
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　　　【００６８】
　最後に、演算機能部９０７によって、このような処理を受けた合成映像を外部からのビ
デオ映像に最適な形で埋め込むために外部の回路で使用すべき閾値が得られる。
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